
一般社団法人 滋賀県作業療法士会 

「休会制度について」 

【趣旨】 

 当士会は、日本作業療法士協会の休会制度に合わせ、主に出産・育児、介護、長期の病気療養などを

理由に、一時的に休職や退職を余儀なくされた会員の、収入がない（もしくは著しく減少する）状態へ

の支援策として創設された制度です。 

 

 ＊＊注意＊＊ 

本制度を利用する場合は、日本作業療法士会に対し、休会届を提出している事が条件となります。よ

って、休会を希望される士会員は、日本作業療法士協会に提出した休会届と同じ文書（コピーの写真で

可）を添付申請して頂くようお願いしています。なお、日本作業療法士会を休会する際は、前年度の 1

月 31 日までに休会届を提出する必要がありますので、詳細を日本作業療法士協会ホームページ等で

ご確認頂くよう宜しくお願い致します。 

 

【期間】  

休会期間は 1 年度単位（4 月 1 日～翌年 3 月 31 日）とし、最大で５回まで、連続的もしくは断続

的にとることが可能です。そして、休会期間中に次年度の延長手続きか退会手続（協会と同じ書類の提

出）を行わない限り、翌年度の 4 月 1 日から自動的に復会することになります。 

 

【義務の免除】  

休会すると、その期間中の会費が免除されます。 

 

【権利の停止】  

休会すると、その期間中の次の権利が停止されます。 

   （1）社員総会での議決権 

   （2）当士会が主催する学会及び研修会への会員としての参加 

   （3）機関誌・学術誌等の発送  

 

【申請手続】 

１、前提条件 

①申請年度までの会費が完納されていること 

    ②過去の休会期間が 5 年間に達していないこと 

２、提出書類 

日本作業療法士協会からの休会決定通知（写真や PDF 等のデータ） 

３、提出期間 

休会しようとする年度の前年度、もしくは、年度中 

４、提出先 

  HP の入会等各種手続き内にある「休会申請」フォームからの申請 



【復会にあたって】  

休会期間中の年度内に、延長手続きか退会手続きを行わない限り、翌年度の 4 月 1 日から自動的に

復会する（通常の正会員扱いとなる）ことになります。 

 

【途中復会を希望する場合】 

 休会期間中に休会事由がなくなり、年度途中であっても復会を希望する場合は、①協会事務局に提出

した「復会届」の文書（あるいは写真をとった画像データ）を以下の事務局メールに提出するとともに、

②当年度の会費を納めることをもって、復会することができます。ただし、時期によっては、【権利の

停止】に示された諸権利すべてが直ちに行使できるとは限りません。復会手続きが完了した翌日（その

日が休業日に当たる場合は、休業日の翌日）から準備を始めて可能となる範囲でのみ行使できるもので

あることを、あらかじめご了承ください。 

 

一般社団法人 滋賀県作業療法士会 事務局 

       〒527-0145 滋賀県東近江市北坂町967 びわこリハビリテーション専門職大学内 

 メール：shigaot@shiga-ot.jp 

 


